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日冷工の温暖化対策の３つの基本方針 

日冷工の排出抑制の取り組み 

１） 自然冷媒・低GWP冷媒への転換   
   ⇒冷凍空調機器における自然冷媒・低GWP冷媒使用機器の研究開発 
      ・低GWP冷媒である微燃性冷媒のリスク評価など学会含め推進中 
      ・一部自然冷媒を用いた製品も実用化 
 
 
 
 
  
     
２） 冷媒回収促進  
   ⇒冷媒の『見える化』実施による事業者意識向上 
       H20年12月より開始 
     ⇒冷媒回収事業者講習による技術力向上 
       約52000名が登録済 
３） 冷媒漏えい対策 
   ⇒冷媒漏えい防止ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ作成による業界としての指針設定 
  【JRA GL-14 冷凍機器の冷媒漏えい防止ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ】をH22年9月29日制定 
   ⇒冷媒漏えい点検制度構築による機器稼働時の漏えいの低減 

CO2冷媒ｼｮｰｹｰｽ 空気冷媒冷凍システム CO2／NH3冷媒 
自然循環冷凍システム 
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１） 生産工場内におけるヘリウムを使用した気密試験実施向上（参考資料１、２） 
   ・気密試験用の検査ガスをフロンHCFCからヘリウムへ変更し、検査を開始。  
   ・海外拠点でも同様の体制を構築。 
２） 生産工場内における「ろう付け」作業向上（参考資料１） 
   ・生産ラインは、熱交換器配管自動ろう付け設備増強による人的ミスの排除 
  その他： 
   ・各社の研修所で、現地施行・冷媒回収時の冷媒漏えい防止の実技授業実施。 
３） メンテナンス契約の促進（参考資料４～10） 
   ・遠隔監視技術を用いた様々なシステムを提案。 
   ・契約内容により長期間の修理費無料などのアフターサービスも展開。 
   ・お客様のニーズに合った様々なメンテナンスサービスの提供。 
４） 冷媒漏えい点検制度構築に向けた取り組み（日設連と共同にて実施） 
   ・［漏えい点検資格者講習テキスト］を編集       (H23年2月28日初版発行) 
   ・漏えい点検資格者の養成（現在約2700名） 
   ・日冷工の会員企業の研修所にて資格者試験を実施できるように制度変更 
                                  （H24年10月から運用開始予定） 
   ・［JRCGL01業務用冷凍空調機器ﾌﾙｵﾛｶｰﾎﾞﾝ漏えい点検・修理ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ］に沿っ     
    た冷媒漏えい点検記録簿（ログブック）の取扱い説明書、据え付け説明書などへ   
    の同梱          （業務用空調機器の一部から 2011年10月より実施） 
     

機器製造事業者の課題と検討状況 
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 冷媒漏えい防止のための生産ラインでの取り組み事例 

（参考資料１） 
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（参考資料 2） 
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使用時における冷媒漏えい防止事例 

低圧フロン冷媒を使用したターボ冷凍機では、機内に外気が侵入すると不凝縮ガスとして凝縮器
内に停滞・蓄積することにより熱交換器の性能阻害や圧縮機吐出圧力の過上昇による高圧故障
停止などの不具合を引き起こすことがある。この不凝縮ガスを機外に排出する自動抽気装置が設
けられているが、冷媒も一緒に排出される。排出の途中に活性炭吸着タンクを備えた製品開発。 

エバラ時報 No.235（2012-4） 

従来比 1/100 にまで 排出量低減 

（参考資料 3） 
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保守契約等の事例 
ダイキン工業の保守契約等の事例 

（参考資料 4） 
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パナソニックのメンテサービスの事例 （参考資料 5） 
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三菱重工の遠隔監視システムの事例 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽの自動遠隔監視システムの事例 

遠隔監視システムの事例 
（参考資料 6） 
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遠隔監視を活用した省エネサービスの事例 

ダイキン工業の事例 東芝キヤリアの事例 （参考資料 7） 

10 



長期修理費無償のサービスの事例 

ダイキン工業の事例 日立ｱﾌﾟﾗｲｱﾝｽの事例 

（参考資料 8） 
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様々なメンテナンスサービスの事例 

ダイキン工業の事例 東芝キヤリアの事例（冷媒漏れ点検も含む） 

（参考資料 9） 
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日冷工もﾒﾝﾃﾅﾝｽをｱﾋﾟｰﾙ 

（参考資料 10） 
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冷媒管理の制度化に関して 

 
・地球温暖化防止には、今後大幅な増加が見込まれる代替フロン等の排出抑制を推進していくことが必要で、  
 最大の排出分野である冷凍空調分野からの排出抑制が特に重要である。 
・排出抑制を具体的に進めるには、冷媒の出荷から機器使用時、回収、再生、破壊までの一連の 
 冷媒の動きを一元管理する体制がいる。 
  
・一元管理には、機器登録などによる機器の所在把握が必要不可欠なベースになる。 
・機器の所在把握ができて初めて冷媒の機器への初期充てん量が正確につかめ、それ以後は、冷媒の充て  
 ん・回収量が冷媒漏えい点検記録簿（ログブック）へ記録され、冷媒のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘﾃｨｰが明瞭になる。 
・一元管理により、今まで不明瞭であった冷媒のストック量や回収量（回収率）が評価でき、さらには把握が 
 困難であった回収されずにある冷媒の行方（約７０％）なども明らかになり、具体的かつ効果的な排出抑制策 
 が打ち出せる。  
 
・さらに、行程管理票を電子化し、回収だけでなく再生・破壊までの管理ツールとして活用することで、 
 容易な冷媒の一元管理の仕組みにも繋がる。 
  
・機器の所在把握、冷媒の初期充てん量を含めた冷媒のﾄﾚｰｻﾋﾞﾘｨﾃｰの分かるログブックの記載、 
 冷媒の再生・破壊までの行程管理票の活用などは、冷媒管理体制をつかさどる一連の重要な事項である。  
 ﾒｰｶｰ、設備業者、ﾕｰｻﾞｰ及び行政の密接な連携・協力のもと、責任ある推進役になり対応していかねばない                      

                                 ⇓ 
実効性を高めるには、基軸となり、推進力と強制力を持つ制度化が不可欠  
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冷媒管理の制度化に関しての提案 

目的：  冷媒の排出抑制による地球温暖化防止 
 
方法 ： ①機器と冷媒の一元管理（登録/報告）  ②冷媒取扱い技術者による作業   
       ③定期点検による予防保全               ④電子行程管理票の導入 

設
置 

廃
棄 

（定期点検⇒早期修理） 

機
器
登
録 

冷媒の流れは電子行管理程票を活用 
機
器
廃
棄 

一元管理（指定法人など） 

国・自治体等 

排出量等の報告 

漏えい点検等の
記録の報告 
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海外の使用時排出に関する取組事例 1/2 

フロン類等対策小委員会（第５回）資料 16 



目的：空調工事業者や点検・修理技術者の認証、冷媒設備の定期点検の制度化、 
    工事者への定期的な業務監査、訓練センターでの技術者育成を規定。 
STEK: 空調・冷凍設備の据付・保全の際の冷媒の取扱いを認可する財団。 
     1992年設立 
              理事会は機器メーカー、設備業者、事業者により構成。 
概要： 
–漏えい点検資格認定  トレーニング（９日間）＋座学・実技試験（１日間） 
–資格認定者：       7,500人（累計20,000人） 
–認証工事業者に対し、18ヶ月毎に業務監査（Audit） 
            →監査で不具合が見つかると納入先まで監査を受ける 
–資格者一人当たり平均350ユーロ（約４万円）がSTEKに納付され、安定的に運営 

オランダ： ＳＴＥＫシステム 

英国： Real ZERO project 

・英国冷凍協会（ＩＯＲ）を主とする冷媒漏えいの削減プロジェクト 
・設置者やメンテナンス業者向けのガイドブックや典型的な漏えい箇所、漏えい検査   
 方法等を示すとともに、漏えい点検結果の報告ツール等を提供 

海外の使用時排出に関する取組事例 2/2 

フロン類等対策小委員会（第５回）資料 17 



・お客様にて機器の異常を察知され、修理等の依頼があるまでには、 
 すでに冷媒が３０％以上放出されたままになっていることが多い。 
・場合によっては機器の破損により、冷媒が全て大気放出されている場合もある。 
  ⇒定期的な機器の運転状況分析・評価による、 
    冷媒漏えい有無の点検（冷媒管理）と保全などの機器のﾒﾝﾃﾅﾝｽが重要 

   冷媒管理は冷媒排出抑制の事前対策にも繋がる 
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   冷媒管理は電力エネルギーの無駄も削減できる 

・空調機器内の冷媒が減少すると、特に冷房時の電気入力が増大 
  ⇒冷媒管理による冷媒漏洩の削減と適正冷媒量確保が重要 

冷媒量３０％減少で 
電気入力が４０％も増加ことも 
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冷凍空調機器の冷媒充填量減少による消費電力増加について（試算例） 

主用途・ユーザー 機器の種類 平均冷凍機能力/台 
（HP) 

定格消費電力 
（Kw) 

電力増加分 
（Kw) 

増加電気代 
（千円/１ヶ月） 

総合スーパー 別置型ショーケース 
(120台) 
コンデンシングユニット 
(10台) 

３５HP ３２．７ １３．１ １５５．６ 

食品スーパー 別置型ショーケース 
（82台） 
コンデンシングユニット 
（7台） 

２５HP ２２．０ ８．８ １０４．５ 

小型食品スーパー 別置型ショーケース 
（18台） 
コンデンシングユニット 
（3台) 

７．５HP ６．６ ２．６ ３０．１ 

コンビニ 別置型ショーケース 
（6台） 
コンデンシングユニット 
（2台) 

５HP ４．８ １．９ ２２．６ 

中規模ビル 
（3000㎡以上） 

ビル用PAC 
18HP×10台 

１８HP １６．５ ６．６ ２２．９ 

店舗 店舗用エアコン 
5HP×2台 

５HP ３．４ １．４ ４．９ 

算定条件： 
 １．ユーザーの保有機器の内、1系統＝1台からの漏洩として仮定 
 ２．定格充填量に対しガス漏洩を3割と仮定（実証モデル事業の漏洩していた機器の平均漏洩率は５４％） 
 ３．某メーカのガス欠運転に対する消費電力増は空調で3割ガス欠で4割の消費電量力増、但し冷房時のみ暖房時の増加は無し 
 ４．冷凍冷蔵はさらに電力増加率が増す可能性が高い 
 ５．運転条件は空調はAM８：００～PM６：００（１０時間）週5日、冷凍冷蔵は24時間休日無しで計算 
 ６．電気代は東電低圧電力の夏期１６．５円/Kwhとした（要再調査） 

評価結果 
 ・1か月で見ても消費電力増のほうが補充冷媒費用（Eｘ１０Kg：20千円）を上回るユーザー負担 
 ・素早く冷媒の漏えいを発見、修理し冷媒漏洩をなくすことが費用負担を軽減 
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   点検等により発見された不具合の類似案件を横展開し 
            排出抑制に繋げた事例 

①熱交換器のﾍﾞﾝﾄﾞ部内部のｷｬﾋﾞﾃｰｼｮﾝによるﾋﾟﾝﾎｰﾙが発生し漏れに至る傾向が見られた事案。 
  ・・・・熱交換器交換費用 50万円/台   
       調査機器数 約800台中 10台事前保全  （冷媒充てん量 30kg/台） 
 
②防振ゴム劣化による弾性変化に伴う振動振幅増大により、油戻し管に亀裂が入り漏れた事案。 
  ・・・・防振ゴムの交換費用  10万円/台   
       調査機器数 約700台中 5台事前保全   （冷媒充てん量 30kg/台） 
 
③熱交換器の固定側板と熱交換器の配管が接触し、徐々に亀裂が進行し漏れが発生した事案。 
  ・・・・固定側板の位置・形状変更費用 25万円/台   
       対象機器 約200台中 100台事前保全   （冷媒充てん量 20kg/台） 
 
④室外機のファンが破損し熱交換器に当たって配管に亀裂が入り、冷媒漏えいして空調器が停 
  止しする懸念があった事案。（孤島の通信機器冷却用空調機で頻繁にファン交換が行われ  
  ていた。→設置場所の状況から強風が原因であることが判明） 
  ・・・・室外機の周囲に暴風壁を設置（費用40万円）  
    機器交換した場合の費用450万円  対象機器 2台事前保全  （冷媒充てん量 200kg） 
 
⑤室外機への排熱の回り込みにより、空調機器のON-OFF運転が頻繁に発生し、配管集合部の 
  一部が疲労破壊して冷媒漏えいする懸念があった事案。 
  ・・・・排熱の回り込み防止版設置（費用20万円）     
    機器交換した場合の費用150万円 対象機器 3台事前保全   （冷媒充てん量 50kg） 
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冷媒管理の制度化に関しての意見 

○実証モデル事業の結果からも管理の効果が確認されてきており、  
  特に定期的な検査は相応の効果が見込まれる。 
  これらを推進するためには機器の所在把握などの管理制度が必要 
   になる。 
 個別の機器の管理は使用時の冷媒漏えい防止だけでなく、回収促 
   進にも効果がある。 
 
○行政に負担をかけずに社会コストが最小にすることが必要。 
 
○社会的な公平性や実効性の観点から自主的なものではなく、 
  ある程度の法制度化が必要と考えられる。 
 
○冷媒が漏えいしたまま運転を続けると、消費電力量が増大すること 
  から、漏えいの低減はｴﾈﾙｷﾞｰの適正な利用にも有効。 
 
○ﾌﾛﾝ類の取扱いの事業者・技術者等にはいろいろな資格があるが、 
  これらの整理も必要。 
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